
大船渡市若者・移住者空き家取得奨励金交付要綱 

 （目的） 

第１条 若者世代や移住者の住宅取得を支援することにより、空き家の利活用を

促進し良好な生活環境の保全を図るため、空き家バンクを利用して売買契約が

成立した若者世代又は岩手県外からの移住者（いずれも空き家バンクの利用希

望登録者である者に限る。）で、一定の要件を満たすものに対し、予算の範囲内

で、大船渡市補助金等交付規則（平成13年大船渡市規則第56号）及びこの要綱

により奨励金を交付する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 若者世代 若者・移住者空き家住まい支援事業費補助金交付要綱（令和４

年５月９日付け岩手県県土整備部長通知）第２第３号に規定する若者世代を

いう。この場合において、同号に規定する市町村支援事業で定める日は、申

請する年度の４月１日とする。 

 (2) 空き家バンク 大船渡市空き家バンク実施要綱（平成30年大船渡市告示第

63号。以下「実施要綱」という。）第２第３号に規定する空き家バンクをいう。 

 (3) 移住者 岩手県外から移住した者をいう。 

 (4) 利用希望登録者 実施要綱第８に規定する利用希望登録者をいう。 

 (5) 移住 岩手県外に居住していた利用希望登録者が、空き家バンクを利用し

て購入した空き家に生活の本拠を置き、かつ、住民基本台帳法（昭和42年法

律第81号）の規定に基づき大船渡市の住民基本台帳に記録されることをいう。 

 (6) 登録空き家 実施要綱第４第２項の規定により空き家バンク物件登録台帳

に登録されている空き家をいう。 

(7) 18歳未満の子 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者

（第５条の交付申請をする日において胎児である者及び大船渡市パートナー

シップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づくファミリーシップの関係にある

者を含む。） 

(8) 子育て世帯加算 18歳未満の子と同居する者が申請する場合における奨励

金への加算をいう。 

 （奨励金の交付対象者） 

第３条 奨励金の交付の対象となる者は、利用希望登録者である若者世代又は移

住者であって、自己の居住の用に供するために登録空き家を購入したもののう

ち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 購入した登録空き家に奨励金の交付を受けた日から起算して５年以上、継

続して居住する意思を有している者であること。 

 (2) 大船渡市税を滞納していないこと。 



 (3) 当該売買契約の相手方が３親等以内の親族でないこと。 

 (4) 過去にこの奨励金の交付を受けている者でないこと。 

 (5) 移住者にあっては、当該売買契約の締結後に大船渡市に移住した者である

こと。 

 (6) その他奨励金の交付が不適当であると市長が認める者でないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、購入した登録空き家が土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第９条

第１項に定める土砂災害特別区域内に存する場合は、奨励金の交付の対象とし

ない。 

 （奨励金の額） 

第４条 奨励金の額は、30万円とする。ただし、登録空き家の取得価格が30万円

に満たない場合は、取得価格に相当する額（当該額に１万円未満の端数がある

場合には、これを切り捨てた額）とする。 

２ 子育て世帯加算の額は、20万円とする。 

 （奨励金の交付申請） 

第５条 奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大船渡

市若者・移住者空き家取得奨励金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類

を添えて、申請者が当該登録空き家の所在地に住所を定めた日から起算して30

日以内に市長に提出しなければならない。 

 (1) 誓約書（様式第２号） 

 (2) 登録空き家に係る売買契約書の写し 

 (3) 大船渡市税の未納がないことを証明する書類 

 (4) 世帯全員の住民票の写し 

(5) 大船渡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づくパートナ

ーシップ・ファミリーシップの関係にある者は、宣誓書受領書等 

(6) 子育て世帯加算を受けようとする場合で、18歳未満の子が胎児である場合

は母子健康手帳の写し 

 (7) その他市長が必要と認める書類 

 （奨励金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る関係書

類等を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、大船渡市若者・移住

者空き家取得奨励金交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するも

のとする。 

 （奨励金の交付請求） 

第７条 申請者は、前条の規定により決定された奨励金の交付を受けようとする

ときは、大船渡市若者・移住者空き家取得奨励金交付請求書（様式第４号）を

市長に提出しなければならない。 



 （他の補助金等との併給の禁止） 

第８条 大船渡市空き家バンク活用奨励金交付要綱（平成30年大船渡市告示第91

号）の規定に基づく奨励金その他これに類する補助金等で市長が定めるものと

の併給は、できないものとする。ただし、おおふなと暮らし応援補助金交付要

綱による補助金は重複して受給することができる。 

 （奨励金の返還） 

第９条 市長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 (1) 奨励金の交付を受けた日から起算して５年を経過する日（次号において「５

年経過日」という。）までに、奨励金の交付対象となった登録空き家から転居

したとき。 

 (2) ５年経過日までに、奨励金の交付対象となった登録空き家を他に譲渡また

は解体したとき。 

 (3) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は災害その他やむを得ない事情があると認め

るときは、返還を免除することができる。 

 （報告等） 

第10条 市長は、奨励金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、必要があ

ると認めるときは、奨励金の交付を受けた者に対し、報告及び現地調査を求め

ることができる。 

 （補則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年５月26日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

    

 


